
福 井 市 監 査 告 示 第 ６ 号  

 令 和 ４ 年 １ 月 ２ ７ 日 付 け 監 査 告 示 第 ３ 号 に て 公 表 し た 監 査 の 結 果 に 関

す る 報 告 に つ い て 、 福 井 市 長 か ら 措 置 を 講 じ た 旨 の 通 知 を 受 け た の で 、

地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 １ ９ ９ 条 第 １ ４ 項 の 規 定 に よ

り 次 の と お り 公 表 す る 。  

  令 和 ４ 年 ３ 月 １ 日  

 

福 井 市 監 査 委 員  谷  川  秀  男  

              福 井 市 監 査 委 員  浅  野  信  也  

福 井 市 監 査 委 員  下  畑  健  二  

福 井 市 監 査 委 員  村  田  耕  一  
 

１  監 査 の 種 類         定 期 監 査 （ 所 属 別 定 期 監 査 ）  

２  措 置 を 講 じ た 部 局 等     農 林 水 産 部 農 村 整 備 課  

３  措 置 通 知 を 収 受 し た 年 月 日  令 和 ４ 年 ２ 月 １ ６ 日  

４  措 置 内 容  
 

     指 摘 事 項        措 置 内 容  

農 村 整 備 課 が 所 管 す る 損 害 賠

償 金 の 債 権 に つ い て 、 本 来 は 債

権 が 確 定 し た 平 成 ２ ８ 年 度 に 調

定 事 務 を 行 う 必 要 が あ っ た が 、

令 和 ２ 年 度 ま で 調 定 事 務 が 行 わ

れ て い な か っ た 。 ま た 、 令 和 ２

年 度 に つ い て も 、 収 入 が あ っ た

一 部 に つ い て の み 事 後 調 定 が 行

わ れ 、 未 収 入 分 に つ い て は 令 和

３ 年 度 ま で 調 定 事 務 が 行 わ れ て

い な か っ た 。  

当 該 債 権 の 調 定 に つ い て は 、 令 和

３ 年 度 に 処 理 し て い る 。  

再 度 、 未 調 定 が な い か 確 認 を 行 う

と と も に 、 適 正 な 債 権 管 理 に つ い て

、 あ ら た め て 所 属 職 員 に 周 知 し た 。  

今 後 、 新 た な 債 権 が 発 生 し た 場 合

は 、 遅 滞 な く 調 定 を 行 い 、 債 権 の 適

切 な 管 理 に 努 め る 。  

 



  調 定 と は 、 発 生 し た 債 権 を 正

確 に 把 握 し 、 確 実 に 収 入 に 結 び

つ け る た め に 、 債 権 の 内 容 を 調

査 し 決 定 す る も の で あ り 、 事 前

調 定 が 原 則 で あ る 。 調 定 事 務 が

行 わ れ な い と 、 収 入 す べ き 金 額

（ 調 定 額 ） と そ れ に 対 す る 収 入

未 済 額 が 会 計 上 把 握 さ れ ず 、 決

算 書 に お い て も 債 権 の 状 況 が 正

確 に 反 映 さ れ な い 。 債 権 の 内 容

を 明 確 に し 、 適 切 に 管 理 す る た

め に 、 調 定 事 務 を 確 実 に 行 わ れ

た い 。  

 

 


